
No 御意見の概要 件数 御意見に関する考え方及び対応
該当する農薬について

1

＜ｐ.1　１．本マニュアルの趣旨・目的＞に、
林野庁の指示で、1971-72年に、埋設された
２，４，５－T系除草剤についても処理対象で
あることを明記する。

1

2

ＰＯＰｓ条約による農薬（ＢＨＣを含む）だけで
なく、農薬取締法による販売禁止農薬、化審
法による第一種特定化学物質を埋設農薬処
理の対象とすべきである。

1

3
ＨＣＢを不純物として含有する農薬を埋設農
薬の対象とすべきである。 1

4

＜ｐ.3  2.1.1 対象となる農薬＞に、当該農薬
で処理されたものの有害性についても言及
する（たとえば、ＢＨＣ処理畳、デ ィルドリン
やクロルデン処理した木材）。

1

本マニュアルは、埋設農薬の調査、掘削等を適切
に行うことを目的としており、対象となる農薬により
処理された物質の有害性等については検討してお
りません。なお、対象農薬の毒性等については別
添３に記載しております。

5

ダイオキシン含有農薬、POPs系農薬、ＨＣＢ
含有農薬の製造及び使用工場やその跡地
及びその産業廃棄物処分場やその跡地を台
帳化し、環境汚染の有無の総点検を実施
し、その結果を公表する。

1

6

＜土壌汚染対策法について＞
　土壌汚染対策法の特定有害物質に、POPs
系物質やダイオキシン含有物質を追加し、
農薬の原体や製剤製造工場及びその排出
物・廃棄物の最終処分場等の跡地利用につ
いても、 環境調査を義務づけるよう、法改定
をすべきである。

1

責任者について

7

＜ｐ.4　２．２ 責任者の設置＞に、
　元文では、関係住民との調整となっている
が、地権者も追加する。

1 埋設地の地権者を追加します。

8

＜ｐ.13　４. 掘削時期の決定＞に、
　地元住民や地権者等の意見を聞くことを追
加する。 1

本マニュアル案２．２において、責任者を設置する
こと及び当該責任者が、関係住民等との調整を行
うこととしております。なお、地権者については、回
答No.7の通り＜２．２　責任者の設置＞に追加しま
す。

9

環境調査、埋設個所の管理、掘削、運搬、掘
削後の保管、無害化処理は関係住民の監視
の下に行うこと。 1

本マニュアル案２．２において、責任者を設置する
こと及び関係住民等との調整を行うこととしてお
り、関係住民の意向を聴取し、意向を踏まえた事
業を実施することになると考えております。

２．パブリックコメントにおける御意見の概要、それに対する考え方及び対応

「埋設農薬調査・掘削等マニュアル（案）」における

（添付資料）

本マニュアル案は、ストックホルム条約への対応を
念頭に、同条約対象物質のうち日本で農薬として
登録のあったDDT、ｱﾙﾄﾞﾘﾝ、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ、ｴﾝﾄﾞﾘﾝ、ｸﾛ
ﾙﾃﾞﾝ、ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙに、過去に埋設処理の対象となっ
ていたBHCを加えた７物質について専門家に検討
頂いた上で作成したものです。御指摘の農薬につ
いては専門家による検討を行っていないため、本
マニュアルの対象ではありません。

本マニュアルの内容に関する御意見ではないた
め、回答を差し控えさせていただきます。

御意見の概要、それに対する考え方及び対応

1．パブリックコメント
　　募集期間：　平成１９年９月１４日から１０月１５日に実施。
　　御意見数：　電子メール　３通（22件）



情報公開について
 ＜ｐ.52 10．３ 掘削時までの管理＞について
早期に処理しない場合は、当該土地への立
入を禁止し、その旨を看板等で表示をすると
もに関係自治体は、情報を記録した台帳を
作成、その内容を公開すること。

前記台帳に記載された汚染地の売買や土地
利用変更の場合、その旨の届け出を行政担
当部署に提出させ、地元住民、地権者も含
めて協議すること。

11

早期に掘削処理を行わない場合には、その
間に埋設農薬が漏出・紛失することのないよ
う厳重な管理体制を整備する必要がある。Ｐ
ＣＢ廃棄物のケースの再現にならないよう
に、管理責任者を明確にし、漏出・紛失した
場合には賠償責任が追及できるようにする
必要があると考える。

1

早期に掘削処理を行わない場合の管理体制等に
ついては、地方自治体又は農協等の事業主体が
判断すべきものと考えております。

12

埋設箇所、調査結果、掘削作業の方法・そ
の実施状況、農薬の処理方法・その実施状
況などについての全ての情報を広く国民に
公開すべきである。POPsは食物連鎖を通じ
て広く全国に影響を及ぼすものであるから、
これらの情報をホームページ上で公表し、国
民の誰もが容易にアクセスできるようにする
必要があると考える。

1

具体的な埋設箇所等についての公表は、犯罪の
予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼすおそれがあり、一律に公表を義務づける
ことは適当ではないと判断しております。
調査結果の公表については事業主体の判断すべ
きものと考えております。

13

実施された環境調査結果はすべて公表する
こと。同時に、地元住民や地権者への通知
すること。 1

周辺環境監視の結果の地元住民や地権者への通
知については、＜8.周辺環境監視（モニタリング調
査）＞に追記します。環境調査結果の公開につい
ては、事業主体の判断すべきものと考えておりま
す。

調査について

14

＜ｐ.7　３．２ 資料等調査＞に、
　過去に掘削除去された埋設個所跡地の点
検も必要であることに言及する。 1

ここで記載された資料等調査は、埋設農薬を掘削
する前に埋設場所や形態を把握するためのもので
す。なお、掘削後の対応については＜８．周辺環
境調査（モニタリング調査）＞において記述してい
ます。

15

＜ｐ.22 図5.3 土壌等調査・環境水調査の結
果を用いた掘削等対象範囲の確定の流れ
＞に、埋設農薬そのものの掘削・除去　と、
掘削・除去後の環境調査の実施をいれる。 1

図5.3は、土壌等調査、環境水調査の結果、農薬
等の濃度により、様々な対応を行う必要があり、そ
れをわかりやすくフロー図にしたものです。埋設農
薬の掘削・除去については＜7.掘削＞、掘削・除
去後の環境調査については＜8.周辺環境監視（モ
ニタリング調査）＞に記載しております。

16

すでに明らかになっている埋設個所以外に、
農家手持ちのＰＯＰｓ系農薬や小規模埋設個
所が存在する恐れがあるため、徹底した全
国的な調査を実施すべきである。

1
本マニュアルの内容に関する御意見ではないた
め、回答を差し控えさせていただきます。

10 2

具体的な埋設箇所についての公表等は、犯罪の
予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼすおそれがあり、一律に公表を義務づける
ことは適当ではないと判断しております。台帳の作
成については、関係自治体が判断すべきものと考
えております。



追記事項について

17

ｐ.25の＜ケース１＞の対応１を以下のように
する
　埋設農薬そのものの掘削・除去を行う。汚
染土壌ではないと判断し、土壌の掘削・除
去・処理の対象外としてもよい。埋設農薬の
掘削・除去後、環境調査を実施する。

1 ご指摘の点をふまえ、文章を修正致します。

18

＜ｐ.53　10．４ 環境汚染拡大防止対策＞に
以下を追加する災害により、埋設個所の撹
乱が懸念されるので 埋設個所で、水害・地
震・火災などが生じた場合、環境調査を実施
した上、汚染拡大を防止するための対策をと
ること。

1
ご指摘の踏まえ、災害に関する対応について１０．
３（２）に追記することとします。

19

＜別添６　分析法概要一覧＞の「有機砒素」
の表記は「有機砒素（砒素及びその化合物と
して）」とするべきである。 1

別添１，２については農薬名なので、有機砒素の
表記を残し、別添７の表中では土壌汚染対策法の
表記に合わせ、「砒素及びその化合物」に変更しま
す。それ以外の「有機砒素」は全て「砒素」の表記
に変更します。

その他

20

農薬の販売・使用段階では農薬取締法によ
る規制が行われているが、廃棄段階の規制
は廃棄物処理法によることとなる。しかしな
がら、農薬は他の廃棄物とは区別して、特別
の回収・適正処理システムを整備することが
望ましい。POPｓ農薬については、今般、時
間と費用をかけて、所在探査・回収・掘削・適
正処理等の作業が実施されているが、これ
を機に、今後このような手間をかけることに
ならないように、POPｓに限らず、廃農薬につ
いての回収・適正処理システムを早期に整
備・確立されるよう提案する。本マニュアルと
は直接関係ないが、関係省庁の早期対応を
期待する。

1

21

＜別添７　農薬に関する環境管理指針値一
覧＞に食用農作物の栽培禁止が必要な環
境指針値等を設定する。

1

本マニュアルの内容に関する御意見ではないた
め、回答を差し控えさせていただきます。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


